
○温泉利用許可の取扱い基準 

温泉法（昭和２３年法律第１２５号。以下「法」という。）第１５条第１項の規定による温泉の利用

許可は、本基準によるものとする。 

 

第一 浴用利用基準 

１ 基準の適用対象となる温泉の種類 

  総硫黄（総硫化水素＋チオ硫酸に対応するもの）が２ｍｇ／ｋｇ 以上含まれる温泉（例えば、単

純硫黄泉、含硫黄－ナトリウム－塩化物泉、酸性－含硫黄－硫酸塩泉、含硫黄－カルシウム－硫酸塩

泉、酸性－含硫黄－鉄（Ⅱ）－硫酸塩泉（硫化水素型） 等） 

２ 利用施設の構造 

  施設管理者（法第１３条の規定による許可を受け、もしくは受けようとする者をいう。以下同じ。）

は、硫化水素による事故の事前防止のため、利用施設の構造を次のようにすること。 

 (1) 換気構造 

  ア 浴室（露天風呂の場合は利用空間という。以下同じ。）に換気孔又は換気装置（以下「換気構造」

という。）を設け、浴室内の大気中の硫化水素濃度が、次に掲げる数値を超えないようにするこ

と。 

   (ｱ) 浴槽湯面から上位１０ｃｍ の位置の濃度 ２０ｐｐｍ 

   (ｲ) 浴室床面から上位７０ｃｍの位置の濃度 １０ｐｐｍ 

  イ 換気構造を設けたにもかかわらず、浴室内の空気中の硫化水素の濃度が、アに定める数値を超

える場合、施設管理者は、源泉から浴室までの間に、湯畑その他の曝気装置等を設けることによ

り、温泉中の硫化水素の含有量を減少させ浴室内の大気中の硫化水素の濃度が上記の数値を超え

ないようにすること。 

  ウ 換気構造の開口部を２箇所以上設け、かつ、そのうち１箇所は、浴室床面と同じ水準に設ける

こと。（別図１参照） 

 (2) 浴槽 

  ア 浴槽湯面が浴室床面より高くなるように設けること。（別図２参照） 

  イ 浴槽に温泉を入れる注入ロは、浴槽湯面より上部に設けること。（別図３参照） 

３ 浴室等の管理 

  施設の管理者は利用者の安全を確保するため、浴室等において自ら次の業務を行なうか、又は、こ

の業務を行う浴場管理人を置くこと。 

 (1) 換気状態の監視 

   浴室内の硫化水素濃度が常に適正に維持されるよう換気構造に対する監視を怠らないこと。また、

浴室に隣接する脱衣室等においても、硫化水素が滞留しないよう、換気に十分配慮すること。とく

に、積雪の多い地方については、積雪により換気構造の適切な稼動が妨げられることのないように

十分留意すること。さらに、周囲の地形、積雪等により硫化水素が滞留するおそれがある露天風呂

を利用に供している場合は、風速、風向等の気象条件の状況及び変化等を十分配慮すること。 

 (2) 濃度の測定 

   濃度の測定について、知事が必要と認めたときは、浴室内の大気中の硫化水素濃度を検知管法又

はこれと同等以上の方法により、原則として毎日２回以上測定し、濃度に異常のないことを確認す

ること。 

   なお、この測定のうち１回は、朝の浴室利用開始前に行うこと。 

 (3) 測定結果の記録及びその保持 



   硫化水素の測定結果について知事より報告を求められたとき、直ちに提出できるようにその記録

を保持しておくこと。 

 (4) その他 

  ア 浴室が利用に供されている間常に浴槽に温泉が満ちているようにすること。 

  イ 利用者の安全を図るため、温泉の利用状態に常時気を配ること。 

４ 保安設備の設置 

  源泉設備、湯畑その他の曝気装置、パイプラインの排気装置、中継槽、貯湯槽等の管理者は、硫化

水素による中毒事故の防止に対する十分な保安設備、例えば、立入禁止柵、施錠設備、注意書を明示

した立札を設けることの他、特に高濃度又は大規模な貯湯槽等の場合は、動力その他による拡散装置

等を設けること。 

５ その他 

  その他、浴用利用の場合の基準は次のとおり。 

  ア 浴室、浴槽等が常に清潔であり、かつ、十分な温泉が供給されていること。 

  イ タンクローリー又はポリ容器により温泉を供給する場合、高濃度硫化水素含有温泉の供給は、

浴槽における利用に際し、中毒事故の可能性があるため許可しないこと。 

  ウ タンクローリー又はポリ容器による温泉の供給にあたっては、定期的な清掃等衛生管理に努め

ること。 

  エ タンクローリー又はポリ容器による温泉の供給にあたっては、放射能泉等成分が変化しやすい

温泉又は金属に対して腐食作用を有する温泉にあっては、その温泉の特性を掲示又は伝達するよ

う努めること。 

 

第二 飲用利用基準 

１ 基準の適用対象となる温泉水の成分の種類 

  ひ素、銅、ふっ素、鉛、水銀、遊離二酸化炭素 

２ 飲用許容量 

  湯治のため温泉を飲用に供しようとする場合においての飲用量は、次に掲げる量を超えないこと。 

 (1) 大人（１６才以上の者） 

  ア ひ素を含有する温泉水（１日につき） 

    飲用の総量 ［０．１／Ａ × １０００］ｍＬ 

    成分の総摂取量 ０．１ｍｇ 

  イ 銅を含有する温泉水（１日につき） 

    飲用の総量 ［２．０／Ａ × １０００］ｍＬ 

    成分の総摂取量 ２ｍｇ 

  ウ ふっ素を含有する温泉水（１日につき） 

    飲用の総量 ［１．６／Ａ × １０００］ｍＬ 

    成分の総摂取量 １．６ｍｇ 

  エ 鉛を含有する温泉水（１日につき） 

    飲用の総量 ［０．２／Ａ × １０００］ｍＬ 

    成分の総摂取量 ０．２ｍｇ 

  オ 水銀を含有する温泉水（１日につき） 

    飲用の総量 ［０．００２／Ａ × １０００］ｍＬ 

    成分の総摂取量 ０．００２ｍｇ 



  カ 遊離二酸化炭素を含有する温泉水（１回につき） 

    （単純二酸化炭素泉、含二酸化炭素－ナトリウム－炭酸水素塩泉等） 

    成分の総摂取量 １０００ｍｇ 

  ※ Ａは当該温泉の１ｋｇ 中に含まれる成分の重量（ｍｇ 単位）の数値 

 (2) 小人（１５才以下の者） 

   １５歳以下の者については、知見が必ずしも十分にないため、原則的には飲用を避けること。た

だし、例外的に飲用する場合には、医師の指導を受けること。 

３ 施設の管理 

 (1) 衛生管理 

  ア 源泉の管理 

    飲用に供する温泉源は、湧出する温泉に表流水や浅層地下水及び下水溝の水等が、温泉中に侵

入しないように遮断されていること。また、源泉の周辺は特に衛生的に管理すること。 

  イ 中継槽の管理 

    中継槽は、表流水、浅層地下水及び下水溝の水等が流入しない構造とし、槽の蓋は周辺からの

汚染を防止するのに十分な構造であること。 

  ウ 送（引）湯管路の管理 

    送（引）湯管路は、常に管内圧をある圧力以上に保ち、地中埋設部分において浅層地下水、表

流水及び下水溝の水等が継手部分等から混入しないように管理すること。 

  エ 貯湯槽の管理 

    貯湯槽は、表流水、浅層地下水及び下水溝の水等の混入を防ぐため、完全な水密性を保持する

よう常に管理し施設構造は、地上式にすること。また、年１回は、槽内を完全に清掃し、内面か

らの入念な点検を行うこと。（清掃する際は、各種ガス中毒を予防するために充分な換気をほど

こす等注意すること。） 

  オ 飲泉用コップの管理 

    飲泉に用いるコップは、使い捨てにするなど衛生的なものを用いること。 

 (2) 微生物学的衛生管理 

  ア 飲用に供する温泉は、飲泉口において採取したものについて、年１回以上、一般細菌数及び大

腸菌群の検査を行い、別表の基準値に適合していることを確認すること。また、着色が認められ

る場合等必要に応じて、全有機炭素を検査すること。検査の結果、不良の判定を得たときは、直

ちに飲泉を中止し、その原因を排除すること。 

  イ 一般細菌、大腸菌群等の検査結果を記録し、都道府県知事等から測定結果について報告を求め

られたときは、直ちに提出できるようにその記録を保管しておくこと。 

 (3) その他 

  ア 強酸・強アルカリの温泉を飲用に供する場合にあっては、特に稀釈・容量等を明示すること。 

  イ 臭気、味、色度、濁度については、異常でないことを確認すること。 

 (4) 飲用場所の限定 

   飲用に供する湯栓等は公衆衛生が確保できるように限定し、その場所を明確に表示すること。 

 (5) 飲用許容量等の明示 

   飲用場所に飲用許容量その他必要となる飲用上の注意を掲示すること。また、複数の成分により

飲用許容量が制限される場合、最小量の飲用許容量を掲示すること。特に、遊離二酸化炭素を含有

する温泉については、大量の二酸化炭素の飲用吸入による鉱泉酩酊について十分な注意を促すこと。

また、掲示にあたっては、例えば「この容器で１回につき３杯まで」等飲用者に分り易い方法も併



せて示すこと。 

 別表 

検 査 項 目 基 準 値 

一 般 細 菌 １ｍｌの検水で形成される集落数が１００以下であること 

大 腸 菌 群 検出されないこと 

全有機炭素（ＴＯＣ） ５ｍｇ／ｌ以下であること 

４ その他 

  その他、飲用利用の場合の基準は次のとおり。 

  ア 飲用に供しようとする温泉水は、循環ろ過装置又はその他の施設により再生されたものでない

こと。 

  イ 飲用に供しようとする温泉水は、できるだけ新鮮なものを用いるようにする。 

  ウ 飲用施設は原則として、浴室外の衛生上支障のない場所に設置し、浴室内への設置は不可とす

る。ただし、浴室内に設置する場合は、飲用蛇口が浴室注湯口と分離され、かつ、浴槽水及び洗

い場等からの飛沫により汚染されない位置、構造であるときはこの限りではない。 

  エ 飲用に供する設備は、温泉が蛇口等から流出するものを飲用する構造であること。 

  オ 飲用に供する蛇口等は飲用専用とし、その旨を掲示できる構造であること。 

  カ 掲示内容決定通知書に基づく温泉成分、禁忌症等を掲示できる構造であること。 

  キ タンクローリー又はポリ容器による温泉の供給にあたっては、定期的な清掃等衛生管理に努め

ること。 

  ク タンクローリー又はポリ容器による温泉の供給にあたっては、飲用許容量が定められた温泉に

あっては、その飲用許容量を、放射能泉等成分が変化しやすい温泉にあっては、その温泉の特性

を掲示又は伝達するように努めること。 

 

第三 分析基準（省略） 
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○温泉利用施設管理者の留意事項について 

温泉法（昭和２３年法律第１２５号。以下「法」という。）第１５条第１項の規定による温泉の利用

許可を受けたものは、関係法令に定めるもののほか、以下の各号に掲げる事項に十分留意して、温泉を

利用するものとする。 

 (1) 源泉、中継槽、貯湯槽、引湯管等の施設・設備は周辺環境から表流水に汚染されないようにする

こと。 

 (2) 飲用施設は、その旨を表示するとともに、温泉の成分、禁忌症等を掲示すること。 

 (3) 飲用施設は衛生的に管理し、飲用コップは使用する人ごとに常に清潔なものが用いられるように

すること。 

 (4) 屋外の飲泉所は温泉水が滞留しないように努めること。 

 (5) 少なくとも、１０年ごとに温泉の成分分析（中分析）を行うこと。 

   飲用に供する温泉の場合、年１回以上、細菌検査（一般細菌、大腸菌群）、必要に応じて全有機炭

素検査を行うこと。 

   なお、泉質に異常をきたすような地殻変動等があった場合は、その都度検査を行うこと。 

 (6) 施設・設備は毎年１回以上定期点検を行うこと。 

   点検項目としては、貯湯槽、配管等のひび割れ、汚れ、異物等の混入の有無の目視などがある。 

   必要に応じて、清掃・消毒を行うこと。特に、貯湯槽については、蓋、拔気口等開口部は必ず点

検し、内部清掃等を必要に応じて行うこと。 

 (7) 定期検査等により、施設・設備の改善が必要と認められた場合、直ちに改善するとともに、飲用

開始前に、細菌検査、必要に応じて全有機炭素検査を行うこと。 

 (8) 衛生上重要な影響を与える施設・設備の変更を行ったときは、飲用開始前に、前記(7)と同様の検

査を行うこと。 

 (9) 温泉水の検査、施設・設備の改善を行った場合、これを記録し保存するとともに、市長の求めに

応じて提示すること。 

 


